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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

業界団体との意見交換
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東北地方整備局

業界団体との意見交換（１／３）

○毎年、各業界団体との意見交換会を実施。以下は、直近のテーマと主な意見。

東北建設業連合会より
テーマ１「働き方改革の推進に向けて」
○民間工事を含めた全現場での週休２日の導入が不可欠。
○提出書類の簡素化が必要。

テーマ２「建設産業の生産性向上に向けて」
○ＩＣＴの活用は、発注者側の環境整備が必要。

テーマ３「東北地方の地域建設業の将来展望」
○予算の確保。
○復興事業完了後の事業量の確保。

東北地質業協会より
テーマ「担い手の確保」
（１）業務の早期発注

○発注工期の平準化。
（２）週休二日制（土・日）の導入

○週休２日を前提とした工期・単価の設定。
（３）若手・女性技術者の活用

○「若手技術者配置促進方式」「管理補助技術者配置方式」の継続。
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業界団体との意見交換（２／３）

日本建設業連合会より
テーマ１「働き方改革・担い手確保への取組み」
（１）週休二日の実現に向けた環境整備

○今まで以上に精度の高い条件明示・発注者指定型の全面導入。
（２）適切な工期の確保（工程の共同管理）

○未解決事項の処理期限の明示・設計変更の処理目標時期の明示。
（３）改正品確法の的確な運用

○設計変更ガイドラインの運用徹底・ＥＣＩ方式の活用拡大。

テーマ２「建設産業の生産性向上（i-Construction の推進）」
（２）コンクリート工の生産性向上

○プレキャストの導入（三陸沿岸道路での取り組みを他地域へ拡大）
（３）新技術等の導入環境の整備

○「新技術導入促進Ⅱ型」の試行拡大。
（４）業務の効率化推進

○工事書類の簡素化の推進・ウェアラブルカメラの更なる活用・ＡＳＰの更なる活用。

○毎年、各業界団体との意見交換会を実施。以下は、直近のテーマと主な意見。
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業界団体との意見交換（３／３）

建設コンサルタント協会より
テーマ１「担い手確保・育成のための環境整備」
（１）建設産業全体の働き方改革と生産性向上に向けた受発注者協働による取組み推進・強化

○履行期限の平準化・ワークライフバランスの改善に向けての施策の推進・強化。
（２）企業経営の安定と処遇改善に向けての環境整備（年間残業時間の削減）

○実態に即した歩掛・積算体系の検討。
○「土木設計業務等変更ガイドライン」の適切な運用。

（３）人材確保・育成、新たな事業推進形態の環境整備
○若手技術者・女性技術者の活用・育成のための入札契約制度の工夫改善。

テーマ２「技術力による選定」
（１）プロポーザル方式・総合評価落札方式等の適確な運用・改善

○企業選定の運用改善（各地方整備局間のバラツキの改善）。
（２）地方自治体における発注方式の改善

○技術力を基本とした選定・発注の仕組みの導入促進。
（３）地域コンサルタントの積極的な活用と育成

○地方自治体の業務実績の活用促進。

テーマ３「品質の確保・向上」
（１）受発注者それぞれの役割を踏まえたエラー防止への取組み

○スケジュール管理表・ワンデーレスポンスの実施・条件明示チェックシートの活用の徹底。
（２）詳細設計及び三者会議等における総合的な品質の確保

○各工種の設計目的・設計条件・成果内容の明確化。

○毎年、各業界団体との意見交換会を実施。以下は、直近のテーマと主な意見。
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建設コンサルタント職員の
残業時間は深刻な状況
－業務成果品の納期は3月に集中－

月別残業時間の実態

すべての建設コンサルタント職員の残業時間を、
通常では４５時間／月以下、年度末の２月・３月でも
平均８０時間／月以下に抑える必要があります

「働き方改革」の動き

建設コンサルタントの
「働き方改革」は待ったなし

現行労働基準法

改正労働基準法

＜残業時間上限規制＞

＜残業時間上限規制（現行）＞
【原則】45 時間／月かつ

360 時間／年
（法定休日出勤残業時間:対象外）

【特例】労使協定を締結することで上限に
関する法規制はなし

【原則】45 時間／月かつ
360 時間／年

【特例】720 時間／年かつ
①2～6 ヶ月平均で80 時間/月以内
②単月では100 時間/月未満
　（法定休日出勤残業時間含める）

建設コンサルタントにおける
施行は､2019/4/1

（「サービス業」なので猶予なし）

上限規制を超えると企業に罰則
（６ヶ月以下の懲役 or 
30 万円以下の罰金）

「働き方改革関連法案」
（2018／7／6 公布）

国債、翌債・繰越の活用、早期発注により
３月に集中する納期の分散をお願いします

業務成果品の納期は、圧倒的に3 月へ集中している
現状があります

変更後納期月の実態（年度別の納期比率）【全地整】
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ウィークリースタンスの取り組みの強化をお願いします
“建設コンサルタント職員が計画的に仕事を進めることができ、

ワークライフバランスに寄与し、品質も向上します“

（参考）ウィークリースタンス
【中部地整における取り組み】

突発的な作業依頼が建設コンサルタント職員の
ワークライフバランスを壊しています

【問題点】
①突発的または提出期限が短い作
業依頼への対応により日々の残業
時間の増加、休日出勤等が発生

②計画系業務においては、突発的な
作業依頼により深夜残業等の課題
が発生し、就業環境が悪化（調査数
856業務中108業務で発生：13％）

③受発注者共通認識の下での、的確
かつメリハリある業務遂行・管理が
不十分

【対　策】
①受発注者協働によるウィークリー
スタンス（ノー残業デー含む）の全
業務への適用及び自治体を含めた
展開

②待機指示、深夜・休日勤務の削減
（課題のある計画系業務にもウィー
クリースタンスの適用等）

③業務スケジュール管理表を用いた
工程管理、ワンデーレスポンスの実
施等の徹底

ワークライフバランスの問題点と対策
突発的な作業依頼により、深夜残業、休日出勤、
待機指示等が発生しています

ウィークリースタンスの取り組みは、
建設コンサルタント職員にとって効果があります
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週に一度はノー残業デーを実施できた
担当者の残業時間の短縮につながった

業務に余裕ができた
休日出勤が減り、身体を休めることができた

工程計画どおりに仕事を進められた
結果として成果の品質確保につながった

ミスや手戻りの防止効果があった
その他

効果があったと思われること ※対象354業務の管理技術者の複数回答による
　アンケート結果（件数）
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施工時期等の平準化

①国庫債務負担行為の積極的活用

適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（※1）

及びゼロ国債（※2））を上積みし、閑散期の工事稼働を改善

適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為（２か年国債やゼロ国債）を活用すること等により、公共工事の
施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

平準化に向けた３つの取組

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉

H27年度 ： 約200億円 ⇒ H28年度 ： 約700億円

⇒H29年度※ ： 約2,900億円 ⇒ H30年度 ： 約3,100億円

※H29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定
※H30年度の内訳は、2ヶ年国債約1,740億円、ゼロ国債約1,345億円

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大

全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを
統合し、とりまとめ版を公表する取組の参加団体を拡大

業界からは、技術者の配置計画、あるいは労務資材の
手配について大変役立っているとの評価

（参考）東北地方の事例

③地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促すととも

に、平準化の取組の推進を改めて要請

※１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て
後年度に亘って債務を負担（契約）することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年
国債という。

※２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を
行うが国費の支出は翌年度のもの。

※参加状況の推移：H29.3末時点：約500団体（約25%）→H30.1末時点：約870団体（約44%）
※都道府県の参加状況は44/47（H30.1時点）

（参考）
補正予算でのゼロ国債（ 29年度：1,567億円）も活用し、平準化に取り組む
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＜技能者＞
・収入安定
・週休二日

＜受注者＞

・人材・機材の
効率的配置

＜建設工事の月別推移とその平準化＞

落ち込みを緩和

適正な工期設定による
年度を跨ぐ施工

（億円）

＜技能者＞
・閑散期は仕事が少ない
・収入不安定
・繁忙期は休暇
取得困難

閑散期 繁忙期

＜受注者＞
・繁忙期は監理
技術者が不足

・閑散期は人材・
機材が余剰

平
準
化

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 ４４

石井国土交通大臣から建設業４団体への要請（平成30年3月27日)

要請の概要

石井国土交通大臣から建設業団体トップへの要請内容（ポイント）

⽇ 時：平成３０年３⽉２７⽇ １７：３０〜１８：００
出席団体：⽇本建設業連合会、全国建設業協会、全国中⼩建設業協会、建設産業専⾨団体連合会

〇週休２⽇の確保をはじめとした⻑時間労働の是正について
・時間外労働の段階的な削減や週休２⽇の確保に向けた具体的かつ実効性ある取組（計画の策定や会員
企業をあげた運動など）

〇給与・社会保険について
・公共⼯事設計労務単価の引き上げや政府全体でも賃⾦の３％引上げを進める⽅針であることを踏まえ、
公共⼯事、⺠間⼯事を問わず、建設業の担い⼿の給与について、⽬に⾒える形での引き上げ

・週休２⽇⼯事における補正措置も含め、現場の技能者まで給与や法定福利費が確実に⾏き渡るよう、
更に思い切った具体的な取組の実施

・将来にわたって技能者⼀⼈⼀⼈の経験や技能にふさわしい処遇を実現し、キャリアの⾒通しを⽰す新
しい建設業の制度インフラとなる建設キャリアアップシステムへの加⼊の促進についての⼀層の協⼒

〇⽣産性の向上について
・積極的なＩＣＴの活⽤等による⽣産性向上の取り組み
・タブレットによるペーパーレス化やウェアラブルカメラの活⽤等、IoT技術や新技術の導⼊

【今後について】
今年の夏を⽬途に、今回の要請を受けた建設業団体としての取組や国⼟交通省の施策の進捗を共有し、さらなる具体的展
開や強化につなげていく。 ４５



工事内容 緊急度
入札契約

方式
契約相手の選定方法

災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン（平成29年7月）

迅速性が求められる災害復旧や復興において、随意契約や指名競争方式等の適用の考え方や手
続きにあたっての留意点や工夫等をまとめたガイドラインを作成
公表URL：http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000434.html

応急復旧
本復旧

本復旧

本復旧 通常の方式によ
って迅速な対応
が可能な場合

極めて
高い

■入札契約方式の適用の考え方

１．入札契約方式選定の基本的考え方

２．地方公共団体との連携等

３．大規模災害における入札契約方式の適用事例

参考資料：入札契約方式の関係図書

■ガイドラインの構成

■対象とした災害

災害名 主な被災地 日時

東日本大震災 東日本エリア H23.3.11

紀伊半島大水害 奈良県等 H23.9.4

広島豪雨土砂災害 広島県等 H26.8.19

関東・東北豪雨鬼怒川水害 茨城県等 H27.9.9

平成２８年熊本地震 熊本県等 H28.4.16

随意契約

指名競争

下記のような観点から最適な契約相手を選定
①被災箇所における維持修繕工事の実施実
績
②災害時における協定締結状況
③施工の確実性（本店等の所在地、企業の被
害状況、近隣での施工状況、実績等）

有資格業者を対象に、下記のような観点から
、指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に
偏しないように指名を実施
①本社（本店）、支店、営業所の所在地
②同種、類似工事の施工実績
③手持ち工事の状況

通常の方式（一般競争・総合評価落札方式他）

工事の緊急度や実施する企業の体制等を勘案し、適用する入札契約
方式を検討する。

４６

直轄工事における災害復旧における入札契約に関する主な工夫等

① 指名競争におけるダンピング対策
例）発注者の監督・検査等、受注者側の技術者体制の強化、施工体制確認型総合評価方式の適用等

【早期の復旧・復興に向けた取組】

【発注関係事務の効率化】

【迅速な事業執行】

【確実な施工確保、不調・不落対策】

② 一括審査方式の活用
受発注者の発注関係事務を効率化するため、複数工事の提出資料を同一とする一括審査方式を活用

⑤ WTO対象となる大規模工事における災害時の入札契約方式
緊急性の高い場合、随意契約等の適用や一般競争方式における手続き期間の短縮等を検討
例）H23紀伊半島水害、H28熊本地震において、WTO規模の工事で随意契約を適用

⑥ 復興係数、復興歩掛等の導入
確実な施工を確保するため、実態を踏まえた復興係数の導入等により、適切な予定価格を設定

⑦ 事業促進PPP・ECI方式等の活用
官民の技術力を結集するなどにより、円滑かつ迅速な事業の実施

③ 地域企業の参加可能額の拡大
地域企業が中心となる一般土木C等級企業を対象とする工事価格帯の上限を変更

④ 地域維持型JV等の活用
地域の参加企業を確保し、施工体制を確実にするためJV制度を活用

【担い手の確保】

４７



災害復旧工事（直轄）の発注（最近の事例）

適用時期

工事内容 入札契約方式

発注
件数特徴等

競争参加者の
設定方法

契約相手の
選定方法

標準的な
手続日数

（公告～契約）

発災～4ヶ月
H28.4～H28.7

応急復旧等
（堤防補修、道路補修、斜面防災対策、堤
防復旧、道路復旧、橋梁復旧、トンネル復

旧等）

随意契約

※事務所災害協定に
基づき施工者を選
定
または

※本局災害協定に基
づき業界団体へ協
力要請を行い選定

即時着工
※協議が整い次第速やか

に着手

約80

3ヶ月
H28.6～

本復旧
一般競争
（WTO＊を除き、
地域要件を設定）

総合評価落札方式

約１ヶ月
※手続き日数の短縮、入

札書及び技術資料の
同時提出の適用除外を
実施

約60・等級区分において、一般土木C等級の予定
価格の上限の金額の変更（3億円→4.5億円）

・一括審査の活用等による事務負担軽減

適用時期

工事内容 入札契約方式

発注
件数特徴等

競争参加者の
設定方法

契約相手の
選定方法

標準的な
手続日数

（公告～契約）

発災～2ヶ月
H29.7～H29.8

応急復旧等
（流木等除去、堆積土砂撤去、

護岸整備、河道掘削、
砂防堰堤等）

随意契約
※事務所災害協定に

基づき施工者を選
定

即時着工
※協議が整い次第速やか

に着手

約40

■H28熊本地震

■H29九州北部豪雨

４８

北海道胆振東部地震への対応（直轄工事関係）

発災翌日の9月7日に以下の通知を発出

 国交省直轄工事において、緊急度等を勘案し、随意契約や指名
競争を適用するよう通知

 国交省直轄工事において、見積を活用して積算するなど、被災地
域の実情にあった予定価格の設定に努めるよう通知

 国交省直轄工事において、災害復旧を優先する場合など、施工
中工事の一時中止について適切に取り扱うよう通知

４９



■ウィークリースタンスとして取り組むべき基本的項目
取り組むべき内容を、受発注者相互で確認・調整のうえ推進する。
【基本項目】
１．打合せ時間の配慮

（１）１６時以降の打合せは行わない

２．資料作成の配慮
（２）休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない
（３）休前日（金曜日）は新たな依頼をしない
（４）作業内容に見合った作業期間確保する
（５）ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない

３．ワンデーレスポンスの再徹底
（６）ワンデーレスポンスの対応の再徹底

４．その他
（７）業務工程に影響する条件等を受発注者間で確認・共有する
※上記には、至急の資料作成等、緊急性を有するやむを得ない内容を含む業務対応についても、
対処方法について双方で確認する。

◆ 今年6月に働き方改革関連法案が可決成立し、平成31年4月から建設
コンサルタントは残業時間の上限規制を超えると企業に罰則。

◆ 長時間労働の抑制は、受発注者が共に取り組むべき課題。
◆ 東北地方整備局では、全ての工事・業務で特記仕様書に｢ウィーク

リースタンス｣を明記し長時間労働の抑制に向けた取り組みを推進。

ウィークリースタンスは受発注者が連携し推進!!

■業務工程の共有
◆ 円滑な業務進捗を図るために、業務工程に影響する条件等を業務着手時の打合せにおいて、

受発注者間で確認・共有を行い作業工程の把握に努める。

【確認内容】
・業務の進捗状況、工程に影響する条件（天候
不順等による現地調査の遅れ、発注者からの
データ提供時期の遅れ等）の変更、業務上の
クリティカルな工程を確認

◆業務進捗や条件等の変更が生じた時は、

必要に応じて業務工程の見直しを行う。

「ウィークリースタンス」とは、業務や工事を円滑化かつ効率的に進めるため、受発注者間
における仕事の進め方として,一週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンス

を目標として定め、計画的に業務を履行することにより、業務環境等を改善し、よりいっそう
魅力ある仕事や職場の創造に努めることを目的に実施するもの。

（実情の応じて項目の見直しは可能）

※平成29年11月13日付け国東整技管第８０号『業務スケジュール管理表による設計業務等の履行期間設定支援（試行）について』で通知済み。特記仕様書へ
記載することとしております。業務スケジュール管理表については詳細設計以外でも積極的に活用をお願いいたします。

※平成３０年４月６日付け事務連絡『ウィークリースタンス等の推進について』で事務所へ通知済み。特記仕様書へ記載することとしています。

［例えば］

東北地方整備局
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～ 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会況資料より ～参考
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東北地方整備局

企画部 技術管理課

（参考） ウィークリースタンスの目的と進め方 

「ウィークリースタンス」とは 

「ウィークリースタンス」とは，業務や工事を円滑かつ効率的に進めるため，受発注者間にお

ける仕事の進め方として，一週間における受発注者間相互のルールや約束事，スタンスを目標

として定め，計画的に業務を履行することにより、業務環境等を改善し、より一層魅力ある仕

事や現場の創造に努めることを目的に実施するものです。 

「ウィークリースタンス」の進め方は 

(1) 受発注者の意思共有 

① 契約後，主任調査員（主任監督員）等ら管理技術者（現場代理人）等にウィークリ

ースタンスの主旨等を説明し、取組内容を受発注者において確認する。

②  

(2) 具体的な進め方 

① 初回打合せにおいて取組内容を設定する。

② 設定した内容は，管理技術者（現場代理人）等及び主任調査員（主任監督員）等が

確認し，受発注者間で共有する。

③ 管理技術者（現場代理人）等及び主任調査員（主任監督員）等は、定められた内容

を守る。

(3) 取り組み方法 

① 取組内容の確認及び状況報告等は，業務スケジュール管理表（工程表及び ASP）を

活用する。

② 中間打ち合わせ等を利用し、受発注者間で取組のフォローアップ等を行う（守られ

ているか否か、また加除や修正など）。

業務（工事）を遂行していく中では，自然災害など突発的な事態の対応が必要となること

もあり、また外業を伴う場合，天候にも左右されます。そのため，ウィークリースタンスは，

義務というより受発注者間共通の目標（改善に向けた意識改革）と考えています。 
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適正な工事品質確保に関するポイント

1

平成26年6月4日、現在及び将来の公共工事の品質の確保と、その担い手の中長期的な育成・
確保の促進を目的として、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成
26年法律第56号)が公布・施行されたところである。

本資料は、『発注関係事務の運用に関する指針』の主なポイントから、『予定価格の適正な設
定』,『見積りの活用』,『発注や施工時期の平準化』,『適切な設計変更』,『受発注者との情報共
有・協議の迅速化』について、「発注者責務」を確実に果たすよう、既存のガイドライン等より
関係する事項や新たな試行を「適正な工事品質確保に関するポイント」としてまとめたものであ
る。

なお、東北地方整備局では平成27年9月1日に「公共工事発注者支援本部」を設置し、公共工
事の発注者としての立場から、関係する部が連携して地方公共団体等による発注関係事務の適切
な実施を支援することとしている。

平成３０年１０月３１日

東北地方整備局 企画部

（案）

初版 H27. 5
追記 H27.10
更新 H30.10

『予定価格の適正な設定』・『見積りの活用』
① 見積り活用方式の試行
② 特調単価の公表の試行

『発注や施工時期の平準化』
③ 余裕期間の設定および発注・施工時期の平準化

『適切な設計変更』
④ 設計変更ガイドラインの適切な運用
⑤ 設計変更審査会の開催
⑥ 工事の一時中止の適切な運用
⑦ 設計変更概算額の提示について

『受注者との情報共有、協議の迅速化』
⑧ 工事調整会議（三者会議）の開催
⑨ ワンデーレスポンスの取り組み
⑩ 業務環境の改善

目 次

2

資料－3
H30東北地方発注者協議会
幹事会(H30.11.26)



① 見積り活用方式の試行

Ⅰ 見積り活用方式の試行とは ◆被災３県
【対象工事】

①不調・不落が予想される工種を含む工事。
●床版工●橋台・橋脚工●深礎工
●カルバート工● PC斜材付きπ型ラーメン橋
●橋梁補修補強●交差点改良●電線共同溝
●土木営繕

②上記以外の工種でも、過去に不調・不落に
なった工事と同種・類似工事。

③不調・不落となった工事を再度契約手続き
する工事。

④変更契約時、発注者が実勢価格と乖離がある
と認めた増工工種について、変更時見積り活
用とすることも可能。ただし、見積書の妥当
性を確認できる資料を添付する。

【見積書の予定価格への反映】
①見積書の採用にあたっては、提出された見積

書の平均的な歩掛・材料単価・機械経
費（賃料等）を採用。

◆見積り活用方式とは

不調・不落になった工事もしくは不調・不落
が予想される工事について、見積書を採用し、
予定価格を作成する試行工事。

◆被災３県以外
【対象工事】

①標準積算と実勢価格に乖離が生じ、不調・
不落になった工事。

②過去に不調･不落になった工事と同種･類似
工事で予定価格との乖離が想定される工事。

【見積書の予定価格への反映】
①見積書の採用にあたっては、提出された見

積書の平均的な歩掛を採用。

＜通知＞平成２５年１２月２６日 「見積活用方式」試行運用マニュアル（案）の策定
について
平成２６年８月２７日 被災三県における「見積活用方式」試行運用マニュ
アル（案）の改定について

あくまで乖離が大きい被災地域・
工種に適用であり拡大解釈しない 3

② 特調単価の公表の試行

Ⅱ 公表方法（質問への回答方法）Ⅰ 特調単価の公表とは

①特調単価の公表できる場合（特調単価が取り
纏まっている場合）

→入札説明書等ダウンロードシステムにて
別途配布する「見積参考資料」のとおり
(見積参考資料に資材単価を記載)

②特調単価の公表できない場合（取り纏まって
いない場合）

→○○（○○工）については、調査中であり
回答出来ません

◆注意事項
○資材の公表は、基本として情報提供希望があった

資材とする。
○主たる資材とは工事費に占める割合の大きい資材

であり、不特定多数の情報提供希望があった場合
などは公表資材の選定は発注者の判断（公表する
資材の制限はない）とする。

○特調結果と実勢価格に乖離がある等、試行にあた
り課題がある場合は技術管理課に連絡願います。

◆特調単価の公表とは

局特別調査単価（臨時調査）及び見積徴収結
果に基づく資材単価（以下、「特調単価」とい
う）について、契約内容の透明性向上を図るこ
とを目的とし、特調単価の公表を試行する。

（公表は競争参加資格申請者のみ）

◆試行方法 (平成27年1月20日から試行)

｢入札説明書に関する質問｣にて資材単価に
関する情報提供希望があった場合のみ回答
する。（ただし、質問回答期限内に特調単価が取り纏めされ

ているものに限る）

◆入札公告文、入札説明書への記載

特調単価に関する情報の提供希望が寄せられ
た場合、主たる資材について当該情報の提供を
行う試行工事である。

＜通知＞平成２７年１月２０日 特別調査等に基づく資材単価の公表について（試行）
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③ 余裕期間の設定および発注・施工時期の平準化

Ⅱ 発注・施工時期の平準化Ⅰ 余裕期間の設定

◆余裕期間の目的
受注者の円滑な工事施工体制の整備を図るため、建

設資材、労働者等の確保を計画的に準備するための期間。

◆余裕期間の設定
契約毎に実工事期間の３０％を超えず、かつ4ヶ月

を超えない範囲内。
供用期間等の制約が比較的緩やかな工事などについ

て、支障の無い範囲で余裕期間の設定を標準化。
余裕期間を与えることにより繰り越しが生じないよ

う配慮。

◆手続き
①入札公告・入札説明書・特記仕様書への記載

余裕期間内は、現場代理人及び技術者の配置は要し
ないものとする。現場に搬入しない資材等の準備を行
うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事
の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う
準備は受注者の責により行うものとする。
余裕期間：契約締結日の翌日から平成▲年▲月▲日まで

②契約書に記載する工期
余裕期間を含まない実工事期間とする。

◆対応
① 余裕期間内に工事着手する場合

→着手可能です。工期の始期の変更契約を行い、工
期末はそれに連動し前倒しとなります。

◆平準化の目的
公共工事は年度内で

の工事量の偏りが激し
い。特に第１四半期は
工事量が少なく、１年
を通して労働力や機材
等の能力をフルに使い
切れていない状況であ
ることから、年度末に集中する工期の分散が必要。

◆対応
工事特性や地域性を配慮し、国庫債務負担行為の適

切な運用や繰越制度等の活用により、発注・施工時期
の平準化に努める。

◆施工時期等の平準化は建設生産システムの改善に寄与
年度内の工事量の偏りを解消（施工時期等を平準

化）し、年間を通した工事量を安定させることで次の
ような効果が期待され、建設生産システムの省力化・
効率化・高度化に寄与（生産性向上）。
・建設業の企業経営の健全化

（人材・機材の実働日数の向上）
・労働者（技術者・技能者）の処遇改善

（特に日給等の労働者は年収に直接影響）
・稼働率の向上による建設業の機材保有等の促進

（建設業の災害時の即応能力も向上）

施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について、平成28年1月27日通知
余裕期間制度の積極的な活用について、平成2８年１月２７日通知
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④ 設計変更ガイドラインの適切な運用

Ⅱ 設計図書の照査の範囲Ⅰ 設計変更ガイドラインの運用上の課題

◆照査範囲を超えた資料要求
受注者は、契約書第18条に基づき、共通仕様

書の「設計図書の照査等」を行い、監督員の確
認を求める必要があるが、「照査」の範囲を超
えた過度の資料作成等を要求している事例がみ
られる。

◆共通仕様書「設計図書の照査等」
受注者は、自らの負担により、設計図書の照

査を行い、該当する事実がある場合は、監督員
にその「事実が確認できる資料」を書面により
提出し、確認を求めなければならない。

◆「事実が確認できる資料」は、共通仕様書で
以下のものを含むと定められている。
●現場地形図 →実測横断図
●設計図と対比図 →当初設計図へ現地盤線等の作図

●取合図 →当初設計図への既設構造物の追記
●施工図 →実施工程上支障が生じることを示した資料

◆照査費用の負担の考え方

◆「設計図書の照査」の範囲を超える事例
①「技術指針類」や「示方書」等との対比設計。
②応力計算の入力条件確認や応力計算を伴う照査。
③発注後に設計根拠まで遡る見直し、工事費算出。
④指定仮設構造物の代替案の比較設計資料と変更

図、数量計算書の作成に該当するもの 。
⑤大幅な推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成。
⑥現地測量の結果、排水路計画を新たに作成。
⑦土工の縦横断計画の見直し。
⑧土留め等の現地条件や施工条件が異なる場合の

構造計算及び図面作成。（承諾事項は除く）
⑨照査の結果必要となった追加調査の実施。等

【受注者】 契約書第１８条に係る「設計図書の照査等」により
該当する事実（設計図書との不一致等）を発見

土木工事共通仕様書1-1-1-3

【受注者】 監督員へ通知し確認を請求 [第18条1項]

【監督員】 直ちに現地確認（別途調査の必要性を判断）

【受注者】測量調査を実施、結果報告

ノンペーパーで速やかに実施

【監督員】 設計図書の修正
または変更

調査費用は発注者負担

設計図書の変更なし

調査費用は受注者負担
※当初の調査不足に起因するものや、実施が必然と
考えられるものは発注者負担

※
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設計変更ガイドライン（総合版）としてとりまとめ
H30改定済み 東北地方整備局ＨＰ：

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/h12-hp/html/sekeihenkoug.pdf



⑤ 設計変更審査会の開催

Ⅱ 事 例Ⅰ 設計変更審査会とは

①受注者からの相談
（受注者）設計変更で相談があります。
（発注者）審査会開催の申請書を提出するように

→工事執行相談室もあります

②受注者からの申請への対応
（受注者）審査会の開催をお願いします
（発注者）契約者の押印のある申請書を提出する

ように

→口頭で可能です

③開催回数への対応
（受注者）再度開催をお願いします
（発注者）１度開催したので必要ない

→何度でも可能です

④審査会での説明資料
（受注者）既存資料で説明したい
（発注者）体裁を整えて、新たに作成するように

→審査するために必要な
最低限の資料でよい

◆設計変更審査会とは
設計変更の妥当性の審議を行う

（受発注者の発議により適宜開催）
設計変更案件において、全ての工事で原則

１回以上開催
工事における「設計変更審査会実施要領（案）」の改訂について
平成26年8月19日事務連絡

◆いつ開催するか
受注者又は発注者から開催の請求があった

とき

◆開催の必要がない場合
審査会開催が必要ない場合は、その旨を確

認書にて副所長まで報告する

◆注意事項
○副所長は、受注者の要望について把握して

おき、現場対応が遅くならないように注意
する。

○主任監督員は、受注者からの要望を早く事
務所に相談をする。

○コミュニケーションに努める。
7

⑥ 工事の一時中止の適切な運用

Ⅱ 一時中止ガイドライン記載事項Ⅰ工事の一時中止の運用上の課題

◆増加費用の積算
①増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る

工事の施工着手後を対象に算定する。
（現場の維持費、体制縮小、工事の再開準備の費用、中止により工

期延期となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用 ）

②中止期間３ヶ月以下は、標準積算により算定す
する。

③中止期間が３ヶ月を超える場合は、請負者から
増加費用に係る見積を求め、受発注者協議を行
い増加費用を算定する。

◆背景
請負者の責に帰することができない事由によ

り施工ができなくなった一部の工事について、
一時中止の指示を行わず、請負者の現場管理費
等の増加や配置技術者の専任への支障が生じて
いるケースがある。

・主たる工種の中止ではないから、一時中止する必要が
ない、との思い込み。

・工程上、クリティカルパスの作業ではないので、一時
中止する必要がない、との思い込み。

・一部の工種で施工できなくても、同一工事内で施工し
ているので、一時中止する必要がない、との思い込み。

→契約書第20条：・・・受注者が工事を施工できな
いと認められる時は、発注者は・・・工事の全部又
は一部の施工を一時中止させなければならない。

・一時中止すると、請負代金額および工期の変更を必ず
しなければならない、との思い込み。

→契約書第20条：・・・必要があると認められると
きは工期若しくは請負代金額を変更し・・・

→増加費用については請負者から請求があった場合。
→工期の変更は全体工期に影響がある場合。

受注者から協議

維持管理に関する基本計画書

発注者から指示

中止期間中の管理体制等

発注者から通知

中止の内容・見通し等

◆一時中止の手続き

基本計画書記載内容
◇基本計画書作成の目的
◇中止時点における工事の出来
形、職員の体制、労働者数、
搬入材料及び建設機械器具等
の確認に関すること

◇中止に伴う工事現場の体制
の縮小と再開に関すること

◇工事現場の維持・管理に関
する基本的事項

◇工事再開に向けた方策
◇工事一時中止に伴う増加費
用及び算定根拠

◇基本計画書に変更が生じた
場合の手続き

受発注者間で合意

誤った解釈をしていませんか？

※一部一時中止も基本計画書は
必要。
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⑦ 設計変更概算額の提示について

Ⅱ 設計変更概算額の記載方法Ⅰ 設計変更概算額の提示とは

◆設計変更概算額の記載方法◆背景
設計変更の際に受注者は、発注者との契約

金額が未確定のまま下請契約を結んでいる実
態があり、その後の金額の乖離で苦慮してい
るケースがある。

◆設計変更ガイドライン改定の内容
改正品確法で、必要があると認められたと

きは適切に請負代金又は工期の変更を行うこ
とが規定。

設計変更を行う場合は内容を書面に記載し、
原則として契約変更を行う必要がある。

ただし、追加工事等の依頼に際し、その都
度追加・変更契約することが不合理な場合は
追加工事等について書面で取り交わし、その
際は概算額の記載も行う。

◆設計変更を行う場合の留意事項
記載する概算額は「参考値」であり、契約

変更額を拘束するものではない。
緊急的に行う場合や何らかの理由により概

算額の算定に時間を要する場合は、概算額を
「後日通知する」ことを添えて指示を行う。

監督職員から指示書

受注者が確認（事前協議）

変更内容及び変更概算額に合意

監督職員から確認（事前協議）

変更内容及び変更概算額を提示

監督職員から協議書回答

（見積書の妥当性を確認）

受注者から変更協議

（見積書提出）

①監督職員から変更指示の
場合

②受注者から変更協議の
場合

◆注意事項
○概算額は、百万円単位を基本（百万円以下の場合

は十万円単位）とする。
○協議時点で受注者からの見積書の提出があった場

合に、その見積書の妥当性を確認する。
協議時点で受注者から見積書の提出がない場合は
概算額を記載しない。

確認（事前協議）

監督職員から指示書

合意後の変更概算額記載

監督職員から指示書

（合意後の変更概算額記載）

監督職員から協議書回答

（受注者の見積書の妥当性を確認）

（ ）は受注者からの見積書の提
出があった場合

協 議

9

⑧ 工事調整会議（略称：三者会議）の開催

Ⅱ 事 例Ⅰ 工事調整会議とは

①施工者からの申請への対応

（施工者）工事調整会議の開催をお願いします。

（発注者）特記仕様書に記載されてないので
出来ません。

→開催可能です（変更特記仕様書に追加）

②開催回数への対応

（施工者）再度開催をお願いします。
（発注者）１度開催したので出来ません。

→必要に応じ何度でも可能です

◆工事調整会議とは
当該工事に係る発注者・設計者・施工者が

参加し、設計図書と現場の整合性確認や、設
計意図の伝達等を行い、情報共有を図る。

「工事調整会議実施要領（案）」の改正について
平成2７年６月１７日事務連絡

◆いつ開催するか
設計図書の照査後や課題解決策の検討時な

ど、標準２回

◆対象の考え方
発注時に特記仕様書に明示

・一般土木工事（重要構造物）、鋼橋上部工
工事、PC工事等の重要構造物工事

・地質条件に左右される土工・法面工事等や
構造物補修工事等も対象に出来る。

特記仕様書に示されていない場合
・受注者から申請があり必要と認められる場

合は対象に出来る。

10



⑨ ワンデーレスポンスの取り組み

Ⅱ 事 例Ⅰ ワンデーレスポンスとは

①受注者からの質問への対応（その１）

（受注者）市道付替の施工にあたり、管理者からの
施工条件などあれば、教えて欲しい。

（発注者）１日で結論が出せなかったので返答せず、
担当課への確認に時間を要し、１週間後
に返答した。

→その日のうちに、回答期限等を返答する

②受注者からの質問への対応（その２）

（受注者）・・・について教えて欲しい。
（発注者）書面で提出するように。

→軽微な質問は口頭でも可

受注者から迅速な対応について感謝（三陸国道事務所）

（受注者）隣接現場の盛土法面が崩落する可能性が
あったため、当現場への影響を予想し、
作業中断。

（発注者）主任監督員は現場状況を迅速に確認し、
対応について当日指示。

（受注者）現場作業の手待ち時間が最少限で済み、
工程遅延を回避。

→主任監督員の迅速な判断と指示により、
崩落危険のリスクを最小化

◆ワンデーレスポンスとは
受注者からの問い合わせ等に対して、1日

あるいは適切な期限まで対応し、待ち時間を
最低限に抑える取り組み
工事監督における「ワンデーレスポンス実施要領（案）」について
平成2１年５月２６日事務連絡

◆実施工事
河川・道路の全ての直轄工事

◆実施効果
【発注者】

●経験・技術力・判断力などの伝承、コミュ
ニケーションの向上

●スピード感を要求されることによる緊張感
や意識改革、学習や知識の蓄積が不可欠

【受注者】
●手待ち減少による効率的な現場施工の実現
●回答を予告することにより次の段取りが可能

円滑な意思疎通を！

寄せられた声

11

⑩ 業務環境の改善

建設現場における週休２日工事の試行業務環境の改善とは

建設業における魅力創出、担い手確保の一
取組みとして、計画的に休日が取れる等の業
務環境改善に取り組んでいく。

ウィークリースタンスの推進（工事・業務）

◆打合せ時間の配慮

週休2日の対象工事については、災害復旧、
経常維持工事、供用開始などの工程上の制約
がある場合を除き、適正な工期を確保できて
いる工事を対象として試行。

・受発注者が連携し、適切な対応を実施
・受発注者双方の意識改革が必要

週休２日の実現には

◆発注者としての支援
・補正係数による必要経費の計上
・適切な工期設定、工期変更
・条件明示の徹底
・週休2日を実施した工事へのインセンティブ
・発注・施工時期の平準化
・設計変更ガイドラインの適切な運用
・工事の一時中止の適切な運用
・ワンデーレスポンスの取組強化
・ウィークリースタンスの推進

ｅｔｃ

12

【イメージ】

・打合せは勤務時間内に行う。

◆資料作成依頼の配慮

・金曜日等休日前における休日等の作業が発生する
ような新たな短期の依頼、休日等の作業を見込む
ような休日明けを依頼の期日とした短期の依頼を
しない。

・工事・業務の進捗に差し支えないよう、スケ
ジュール管理を適切に実施し取り組みに努める。



平成26年6月4日、現在及び将来の公共工事の品質の確保と、その担い手の中長期的な育
成・確保の促進を目的として、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律
(平成26年法律第56号：以下改正品確法)が公布・施行されたところである。

改正品確法では、調査及び設計の発注者は、競争参加者の技術的能力に関する事項の審査や
業務の性格、地域の実情等に応じた入札契約方式の選択等により品質の確保に努めることや、
その業務内容に応じて、必要な知識又は技術を有する者の能力を適切に評価し活用することが
追加となった。

本資料は、『発注関係事務の運用に関する指針』の調査及び設計段階の主なポイントについ
て、「発注者責務」を確実に果たすよう、関係する事項や取り組み内容を「設計業務等の品質
確保に関するポイント」としてまとめたものである。 平成３０年８月

東北地方整備局 企画部

資料－4 　H30東北地方発注者協議会　幹事会(H30.11.26)

設計業務等の品質確保に関するポイント （案）

『適切で計画的な業務発注の実施』
➀ 適切な入札契約方式、業務内容による発注の実施 ② 技術者能力の資格等による評価・活用
③ 履行期限の設定（債務負担行為、繰越（翌債）の活用）

『受発注者との情報共有や協議の迅速化、効率化』
④ 地質技術者を含めた合同現地踏査及び四者会議
⑤ 条件明示ガイドライン・条件明示チェックシート
⑥ 業務スケジュール管理表 ⑦ 業務環境の改善（ウィークリースタンス）

『確実な照査の実施による成果の納品』 『業務の効率化』
⑧ 赤黄チェックの実施 ⑩ アドバイザー・コンサルタント制度
⑨ 設計概要書 ※ その他 参考編

目 次

1

➀ 適切な入札契約方式、業務内容による発注の実施

Ⅱ 適切な業務内容による発注Ⅰ 適切な入札契約方式

◆建設コンサルタント等業団体の実態
①地質・測量業

「土木コンサルタント業務としての
発注業務に、地質調査業務や測量業務
など業種区分の違う内容が多く含まれ、
単独受注の機会が減っている。」

②土木コン業
「変更契約において、地質や測量等

の増工を指示されるケースが多いが、
現状の積算システムでは落札率が掛か
ることから、下請け対応が難しい。」

◆対 応
・緊急対応や小規模な場合を除き、業種

区分の違う業務は分離発注を基本に対
応。なお、変更契約を行う場合も同様
とする。

・合併発注が必要な場合は、異なる業種
区分による組合せの設計共同体を認め
設定すること。

◆適切な契約方式の選択
建設コンサルタント業務等ガイドラインに基づき、

業務内容から適切に選択。

◆総合評価業務の品質確保
予定価格５００万以上は原則総合評価落札方式を採

用し、業務の品質確保を図る目的に品質確保基準を設
定、履行確実性の審査を実施。

知

識

構想力 ・ 応用力

プロポーザル方式

総合評価落札方式価格競争方式

定期点検結果の診断

道路予備設計（用地幅決定）

構造物詳細・補修設計（一般）

道路予備設計（中心線決定）

事業評価②
【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】

防災対策検討
【工法検討を行うも
の、委員会運営伴
うもの】

環境基礎調査（文献・現地調査等）②
【補足・継続調査】 交通安全・渋滞

対策等検討
【事故分析、渋滞分析、
委員会運営】

道路・交通等現況分析①
【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】

道路・橋梁等構造物景観設計

道路網整備計画検討

定期点検、緊急点検

交差点設計（一般）

道路詳細設計（修正）

環境調査【常観等定型的調査】

交通量観測

各種資料作成他

構造物予備設計（一般）

環境アセスメント②
【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】

道路・交通等現況分析②
【マニュアル等で手法が決まっているもの】

構造物予備設計（大型・特殊）

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）②
【既存ルートの部分的見直し】

道路概略設計（路線比較検討、最適路線選定）①
【新規にルーティングを行うもの等】

構造物詳細・補修設計（大型、特殊）

事業評価①
【全体計画を含むもの等】

環境基礎調査（文献・現地調査等）①
【企画立案から実施するもの、

貴重種を含むもの】

交差点設計（大規模立体）

交通需要予測検討

整備効果分析検討
【企画立案から実施するもの、
委員会を運営を伴うもの】

環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】

水文調査（分析等含む）

防災対策設計
【詳細設計のみ】

交通安全・渋滞対策設計
【予備・詳細設計のみ】

交差点設計（立体）

整備効果収集・整理
【データ収集、簡易な分析のみ】

道路詳細設計（一般）
【新規に実施するもの
構造物を含むもの】

ＰＩプロセス 社会実験実施

▲ 道路事業の例
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➁ 技術者能力の資格等による評価・活用

国土交通省登録資格制度の概要

◆背 景
➀改正品確法において、調査設計業務の品質を

確保するため、「技術者の能力を資格等によ
り適切に評価すること」が明記。

➁社会資本の整備、維持、更新を適切に実施す
るため、計画・調査・設計や維持管理におけ
る点検・診断等の品質確保が重要であり、こ
れらの業務に携わる技術者の能力を適正に評
価し活用が必要。

③インフラの老朽化により、点検診断業務の増
加。

④市町村発注業務では、技術者資格が十分に活
用されていない。

業務内容に応じて、必要な知識・技術を登録要件
として明確化し、適合すると評価された民間資格
を「国土交通省登録技術者資格」として登録。

→発注者が活用する制度
登録規程の公示 H26.11

評価の考え方

◆制度の活用
平成２７年度は、点検診断など維持管理分

野について技術評価を実施。
平成２８年度から、新たに計画・調査・設

計についても資格登録され、技術評価を実施。

◆評価方法
・管理技術者の場合：技術士、博士に次ぐ
・担当技術者の場合：技術士、博士と同等

▲ 入札説明書での評価例 施設分野：堤防・河道 業務：点検・診断の場合
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③ 履行期限の設定（債務負担行為、繰越（翌債）の活用）

現状と対応履行期限の平準化

◆課 題
履行期限が年度末に集中することで、受発注

双方で十分な成果品の確認、照査が実施されな
い懸念がある。

加えて年度末は「完了検査」「支払」「次年
度発注準備」等作業集中により負担が大きい。

◆目 的
適正な履行期限を確保した上で、測量、地質

調査及び設計の一連の流れを踏まえ計画的な業
務発注（早期発注）に努め、履行期限の年度末
集中を防ぐ。
→ 受注者の作業時間・照査時間の不足により

発生する不具合を防止する。

◆目 標
履行期限を迎える業務件数の比率

４月～１２月 ２５％以上
１月～ ２月 ２５％以上
３月 ２５％以下

◆現 状
最終で３月末が約６０％、翌年度以降約１０％

▲ 平成２９年度の履行期限の比率

◆対 応
・早期発注手続きにより平準化を推進
・適正な履行期限の確保

増工や、中止が生じた場合は、適切な工期を変
更を行うこととし、必要に応じて繰越手続きを
行うこと。

・国庫債務負担行為の積極的活用
３月期の工期集中を避けるため、年度を跨いだ
工期設定が可能な国債の活用を検討。（難易度
の高い業務、定期的に通年行う業務等）

5%

60%

21%

15%

4%

27%

52%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

４月～１２月 １月～２月 ３月 翌年度以降

当初 最終

２５％以上 ２５％以上 ２５％以下
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④ 地質技術者を含めた合同現地踏査及び四者会議

地質技術者の参画（試行）合同現地踏査

◆目 的
受発注者が合同で現地踏査を行うことによ

り、設計条件や施工の留意点、関連事業の情
報、設計方針等の明確化・共有を図るもの。

◆対象業務
重要構造物に関する詳細設計業務について

原
則実施する。その他の設計業務についても受
発注者合同の現地踏査が有効な業務について
積極的に実施すること。
→ 受発注者協議により、複数回実施するこ

とも可能。
◆実施体制

・受注者（管理（主任）技術者）

・発注者（主任調査員または調査職員、
工事監督者（主任監督員または主任監

督
員と見込まれる者）

◆留意点
・業務内容に応じて、「参加者の選定」と
「適切な時期の設定」を行う。
・事前に確認事項を整理する等、効率的な合

同現地踏査の実施に努める。
・実施内容を記録し、受発注者間の共有を図

る。

◆目 的
四者会議を行うことにより地質技術者の思想

を反映させ、地盤の危険性の情報を共有し、更
る品質確保を図るもの。

◆対象業務
地質構造の複雑な箇所、地形の変化が大きい

箇所等、特に地質情報の不確実性（地質リス
ク）が高い現場における工事または業務につい
て実施すること。

◆実施体制
・受注者（管理（主任）技術者）

・発注者（主任調査員または調査職員、
工事監督者（主任監督員または主任監督
員と見込まれる者）

・地質技術者

◆留意点
・業務内容に応じて、「参加者の選定」と
「適切な時期の設定」を行う。
・事前に確認事項を整理する等、効率的な四者

会議の実施に努める。
・実施内容を記録し、受発注者間及び地質技術

者の共有を図る。
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⑤ 条件明示ガイドライン・条件明示チェックシート

留意点条件明示ガイドラインとは

◆条件明示チェックシート（案）の活用
・未確定の設計条件について、条件確定の予定

時期や協議の進捗状況等をシート(案)に記載
し、詳細設計業務の受注者に提示

・受注者は、発注者から受け取ったシート(案)
を業務スケジュール管理表に反映し運用。

◆留意点
・対象業務に関連する予備設計において、シー

ト(案)を成果品として確実に納品させること。
・詳細設計業務の履行に必要な設計条件を明確

にし、詳細設計業務発注時に明示させること。
・予備設計後、期間が経過した業務は発注者が

シート(案)を作成すること。

◆目 的
発注者の条件提示の遅延等による履行期間

の圧迫、作業の手戻り等を回避し、業務成果
の品質確保を図るもの。

→ 適切な時期に設計条件を受注者に提示し、
発注者の責任を確実に実行

→ 平成27年度より土木設計業務等標準積算
基準に歩掛り設定

◆対象業務
➀道路詳細設計（平面交差点を含む）
➁橋梁詳細設計
③樋門・樋管詳細設計
④排水機場詳細設計
⑤築堤護岸詳細設計
⑥山岳トンネル詳細設計（換気検討含む）
⑦共同溝詳細設計

→ 一部詳細設計業務を対象に、平成２４年
度に試行、平成２５年度より適用工種を
拡大し試行継続中

条件明示チェックシート（案）
の確認項目

①適正な履行期間の確保及び履行期限
の設定の確認

②基本的な設計条件・計画条件等の確
認

③関係機関との調整事項、協議の進捗
状況等の確認

④貸与資料（測量・地質・予備設計成果
等）の確認

⑤その他（事業間連携、コスト縮減、環
境対策等の確認）

▲ 運用の流れ（予備設計→詳細設計）
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⑥ 業務スケジュール管理表

留意点業務スケジュール管理表とは

◆手 順
・受注者は、契約後速やかに管理表を作成、発注者

の承諾を得る。
記載項目事例：作業内容、工程、条件明示内容、受発注者の検

討期限等

・発注者は管理表に記載された設計条件に関する質
問等に迅速に対応、回答待ちによる作業時間・照
査時間の遅延を防ぎ適切な業務実施に努める。

◆実施体制
・受注者（コンサル等）
・発注者（発注担当課）

◆留意点
・管理表の作成、管理は受注者が実施。
・様式は過度に煩雑化せず受発注双方が利用しやす

い様式とする。
・やむを得ず履行期間の延期、契約内容の変更が必

要な場合は、適切な履行期間の確保を図る。
・必要に応じ繰越処理を行う場合は、理由の説明資

料として管理表の活用を図る。

◆目 的
業務履行中に発注者の判断・指示が必要と

される事項の有無について、受発注者間で協
議し、その役割分担、着手日及び回答期限等
を明確にした「業務スケジュール管理表」を
作成し、円滑な業務の実施を図るもの。

→ 業務スケジュール管理表により、受発
注者の役割分担を明確にし、スケ
ジュール及び懸案を共有。

◆対象業務
全ての詳細設計業務で実施。
ただし、懸案事項等が少なく、通常の工程

表による管理のみで対応できる場合は対象外
としてよい。
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⑦ 業務環境の改善（ウィークリースタンス）

Ⅱ 業務環境の改善Ⅰ ワンデーレスポンス

◆目 的
受注者から設計条件に関する質問・協議が

あった際は、その日のうちに回答、検討に時
間を要する場合は、回答可能な日を通知する
ことにより、円滑な業務の進捗を図るもの。

◆対象業務
全ての測量業務、地質調査業務、土木関係

建設コンサルタント業務

◆実施効果
【発注者】

・経験・技術力・判断力などの伝承、コミュ
ニケーションの向上

・スピード感を要求されることによる緊張感
や意識改革、学習や知識の蓄積が不可欠

【受注者】
・手待ち減少による効率的な工程管理の実現
・回答を予告することにより次の段取りが可

能

→円滑な意思疎通を！

◆打合せ時間の配慮
打合せは勤務時間内に行うものとし、勤務

時間外の打合せは極力行わない。
（１５時以降からの打合せは計画しない）

◆資料作成依頼の配慮
受注者への資料作成依頼の基本事項
・休日の前日に依頼しない。
・休日明けの日を提出期日としない。
（休日は、作業しなくても良いように。）

受注者によって、勤務時間、定時退庁日等な
どが異なることから、柔軟性をもった取り組み
に努める。

業務の進捗に差し支えないよう、業務スケ
ジュール管理を適切に実施し取り組みに努める。

8:30 10:00 12:00 13:00 15:00 17:00

×
×
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⑧ 確実な照査の実施（赤黄チェックの実施）

赤黄チェックの実施確実な照査の実施

◆目 的
設計不具合の主要因は、データ入力時の不注

意・確認不足による図面作成ミス。(単純ミス)
確実な照査の実施により、設計不具合の軽減を
図るもの。

◆赤黄チェックとは
設計図、設計計算書、数量計算書等について、

それぞれ及び相互（設計図－設計計算書間、設
計図－数量計算書間等）の整合を確認する上で、
確認マーク（黄）を付し、間違いの箇所、修正
結果（赤字修正）を分かりやすく示したもの。

◆目 的
必要な照査期間の確保、照査技術者自身に

よる照査報告の実施により、受注者による確
実な照査を実施するための環境を整備するも
の。

◆実施内容
➀照査期間の確保

業務着手段階において、照査の時期、必要
な期間について受発注者間で協議のうえ、
業務管理スケジュール表等に明示し、照査
期間を配慮した工程管理を行う。

➁照査技術者自身による照査報告
業務成果品のうち照査報告書について、照
査技術者自身による報告を原則とし、受注
者の照査に対する意識向上を図る。

③詳細設計における照査体制の強化
→赤黄チェックの原則実施（H28.4.1～）

▲ 赤黄チェックの事例

【受注者】
確認、修正結果を設計図面等
に書き込み、照査の根拠資料
として示す。
【発注者】
成果納入時における照査報告
において、照査の根拠資料の
提示を求める。

＜対象業務＞
・樋門・樋管、排水機場、築
堤護岸、道路、橋梁、山岳ト
ンネル、共同溝、仮説構造物
の詳細設計
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⑨ 設計概要書

実施内容設計概要書とは

◆実施内容
・対象工種の詳細設計（修正設計含む）完了時に、受注者よ
り成果品の一部として提出。
・設計報告書の概要であり、新たな検討等が必要ないことか
ら、報告書の一部として作成。

◆目 的
工事調整会議（三者会議）

において円滑な設計意図の伝
達を行うため、設計時の基本
条件・現場条件・設計条件等
について、統一した様式を導
入したもの。

→ 東北地方整備局独自の
取り組み。

◆対象工種
➀ボックスカルバート
➁擁壁
③橋梁上・下部工
④樋門・樋管
⑤鋼矢板仮締切
⑥仮桟橋
⑦軟弱地盤対策
⑧法面

⑨場所打ち杭
▲ ボックスカルバートの事例
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⑩ アドバイザー・コンサルタント制度

制度活用の流れ制度創設の背景

職員の業務は、激甚化する豪雨、豪雪や地震津波等危機管
理における緊急時の迅速な判断や対応が求められる他、通常
においても様々な事象・案件に対する内容や範囲は、複雑化
かつ高度化しており、建設分野以外のニーズも含まれるなど、
日々頭を悩ます場面が多くなっている。

その様な問題や課題に対して、専門的な立場からの助言や
広い見知からの情報・ノウハウ等を速やかに受けることによ
り、機動的かつ効率的な業務遂行を図ることを目的に「アド
バイザー・コンサルタント制度」を創設した。

制度の概要

◆５分野１５項目に３２７件の技術者が登録

▲ 緊急時・通常時の実施フロー

◆メリット
・緊急時、通常時ともに随意契約が可能。
・緊急時は、業務実施後の契約行為も可能
・アドバイザー登録リストがリスト化されて

おり、問題課題に対応した最適なアドバイ
ザーの選択が速やかに可能。

★技術系顧問弁護士の様な存在のアドバイザー
の積極的な活用を！！

分　　野 № 項　　　　　目 登録人数

1 危険度予測のための調査・診断 28

2 施設被災時の調査計画 21

3 水質事故発生時のリスク予測 7

4 施設被災状況の早期把握 9

5 被災施設の（応急）復旧対策 17

6 構造物や部材の変状、劣化調査・診断 44

7 構造物等の安全性の診断・評価方法 52

8 災害の未然防止のための点検・　　診断 17

災害対
応・危機
管理

施設の
維持補
修・管理

9 観測・モニタリング手法の提案 12

10 情報発信手法の提案 4

11 データベース構築手法の提案 7

12 環境への影響・調査方法 40

13 各事業を対象とした地質調査の評価 34

14 ＵＡＶ等を用いた3次元測量 28

15 土工の3次元設計 7

ICT土工
測量・設

計

情報・観
測・モニ
タリング

環境・地
質調査
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外業を伴う業務、測量、調査における災害防止

＊調査測量や点検作業中の墜落・転落災害防止
構造物上や法面、谷地、河川等、墜落の恐れがある場所での作業においては、親綱設備等による安全
対策を必ず講じた上で作業を実施すること。

＊外業地先の気候による災害防止
点検作業中に熱中症により死亡した事例があることなどから、高温多湿作業場所に従事する場合には
熱中症予防対策を、また、寒冷地では低体温症や凍傷等の予防対策を行うものとし、関係事項は業務
計画書に組み入れること。

＊悪条件下や危険動物等による災害防止
雨天融雪の河川増水による転落や、渓流等の露岩における転倒・滑落の危険性のある場所において
は、単独作業はせず、安全装備を準備の上、作業中も安全確認を行う。また、熊、スズメバチ、毒蛇
等の人命に危険を及ぼす害獣、害虫への遭遇回避対策等を図り必要に応じ業務計画書に組み入れるこ
と。

＊交通災害の防止
業務関係者の通勤、資機材の運搬作業に起因した第三者の負傷や、第三者車両等に対する損害を防止
するため、運転する自動車等の交通安全に対し十分に注意を促すこと。
また、運転位置から離れる際は、エンジン停止、走行ブレーキ等逸走防止措置を講じること。

＊資機材盗難の防止
地質調査機材等盗難被害を受けた場合、それ自体の損害だけでなく調査工程にも影響がでることか
ら、業務や調査等作業に係る盗難、防犯対策については確実に実施すること。

【参考編】 建設コンサルタント業務等における事故防止の徹底
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発注見通し統合化（発注見通しとりまとめ版）の
運用状況等について

平成３０年１１月２６日

東北地方整備局 企画部 技術管理課

資料ー５
H30東北地方発注者協議会

幹事会

目 的

○発注機関の多くはインターネットで発注見通しを公表。

○公表は発注機関毎（各地域の局・事務所単位）で実施。

○公表内容・公表（更新）時期も発注機関で異なっている。

○公表内容・公表（更新）時期が発注機関で異なるため、一元的な情報把握が難しく、地域単位での発注
予定を把握する場合、時間と手間を要している。

○より計画的な技術者の配置、資機材の調達を行いやすくするため、発注見通しの公表を希望。

【従前】

【受注者から見ると・・・】

各機関の発注見通しの全容が把握できるように統合して公表する仕組みにする。

※赤下線部は、復興加速化会議（第2回）（H25.10.7）での意見及び国交大臣発言内容。

１

○平成２５年度東北地方発注者協議会（第１回）（H25.10.23）
各発注機関の発注見通しの全容が把握できるよう地域毎にまとめ直し、東北地方発注者
協議会として、１１月１日より「発注見通しとりまとめ版」公表の取り組みを行うことになった。

本取り組みについては全国展開をしており、昨年度から順次、各地方整備局単位で発注見通しとりまとめ
版を公表している。



適正な工期を確保するための２か年国債(国庫債務負担行為）やゼロ国債を活用するこ
と等により、公共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

①２か年国債※1 の更なる活用

適正な工期を確保するための2か年国債の規模を倍増

H27年度：約200億円 ⇒ H28年度：約700億円 ⇒ H29年度：約
1,500億円

③地域単位での発注見通しの統合・公表
国、地方公共団体等の発注見通しを統合し､とりまと

め版を公表する取り組みを､順次､全国展開｡

業界からは、技術者の配置計画、あるいは労務資材の
手配について大変役立っているとの評価。

④地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促す
とともに、平準化の取組の推進を改めて要請

※1 国庫債務負担行為とは､工事等の実施が複数年度に跨がる場合､あらかじめ国会の議決
を経て、後年度に渡って債務を負担(契約）することが出来る制度であり､２か年度に跨が
るものを２か年国債という｡

※2 国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので､年度内に契約を行うが
国費の支出は翌年度のもの｡

【参考 本省資料】平成29年度予算における施工時期の平準化について

平準化に向けた4つの取組み

②当初予算における『ゼロ国債※2』の設定
平準化に資する『ゼロ国債』を当初予算において初めて設定
(約1,400億円）

(参考）28 年度当初予算の２か年国債(約700 億円）､28年度3次補正予算でのゼロ国債計上(事業
費ベースで3,500億円）により､29年度前半においても平準化に取り組む｡

(参考）東北地方において H25 年度より実施

閑散期 繁忙期

落ち込みを緩和

適正な工期設定による
年度を跨ぐ施工

く技能者＞
・収入安定

・週休二日

く技能者＞
・閑散期は仕事が少ない
・収入不安定

・繁忙期は休暇 取得困難

く受注者＞

・繁忙期は監理技術者が不足

・閑散期は人材・機材が余剰
く受注者＞
・人材・機材の

効率的配置

H25年度 H26年度 H27年度出典 建設総合統計 H24年度

平
準
化

く 建設工事の月別推移とその平準化 ＞

２

○公表は東北地方整備局のホームページに掲載。

東北地整HPアドレス ： http://www.thr.mlit.go.jp/nyusatsu.html

公表ツール

①

３

クリック!!



◆

◆

◆

東北地方発注者協議会とは

東北地方発注者協議会のページへ

『地域毎の発注見通し』へ

・対象工事　　　　　　：　更新年月日以降に公告（指名）する見込みの工事

・対象工事種別　　　：　土木、建築

・更新頻度　　　　　　：　１ヶ月毎に更新

・最新更新年月日 　：　平成２６年２月３日（月）

発注見通しとりまとめ版について

　これまで各発注機関が個別に公表していた工事の発注見通しを、被災地のさらな
る復興の加速化、実感できる復興に向けて、また東北全体の円滑な事業推進に寄
与するために、東北地方発注者協議会が、各発注機関の発注見通しの全容が把握
できるよう地域毎にまとめ直し公表することになりました。

※「発注見通し」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、

　　当該年度に発注することが見込まれる公共工事の見通しを公表するものです。

公表ツール

４

②

クリック!!

運用状況

【参加機関の推移】

５

※公表工事がない発注機関についても参加機関としてカウントしている。

参加機関は運用開始時（H25年11月期）の16％から現在（H３０年７月期）は99.6％に

【公表工事の推移】

累計公表工事は運用開始時（H25年11月期）の2,807件から現在（H３０年７月期）は３０８，６７２件に

東北管内
発注機関数

Ｈ２５．１１
時点

Ｈ２６．１
時点

Ｈ２７．１
時点

Ｈ２９．１
時点

Ｈ３０．１
時点

Ｈ３０．７
時点

国出先機関・独法・
ＮＥＸＣＯ

15 3 14 15 15 15 15

県 6 6 6 6 6 6 6

市町村 229 30 156 187 218 224 228

合計 250 39 176 208 239 245 249

16% 70% 83% 96% 98% 99.6%参加率

Ｈ２５．１１
時点

Ｈ２６．１
時点

Ｈ２７．１
時点

Ｈ２７．１１
時点

Ｈ２９．１
時点

Ｈ３０．１
時点

Ｈ２９．８
時点

土木関係 2,539 7,498 64,385 113,325 171,357 119,779 261,778

建築関係 246 952 10,938 20,980 29,964 20,363 45,378

プレストレスト・コンクリート工事 13 29 113 160 367 391 649

鋼橋上部工工事 9 23 225 269 451 417 867

累計公表工事件数合計 2,807 8,502 75,661 134,734 202,139 140,950 308,672



運用の促進と内容の充実

６

１．参加機関は、東北６県全市町村数 ２２７市町村中、平成３０年１月現在 ２２３市町村に対し、
平成３０年７月現在で、３市町村が追加され ２２６市町村の参加となっている。
参加率も９８％（H30.1）から９９．６％（H30.7）の１．６ポイントアップとなり、取り組みの促進が図ら

れてきている。

今後も引き続き、未参加の市町村に対しては各県ブロック発注者協議会において参加に向けた
取り組み（働きかけ）をお願いしたい。

■ 県別参加市町村数（H３０．７現在）

２．工種内容のプレストスト・コンクリート工事・鋼橋上部工工事については、東北地整、東日本高速
道路(株)のみで掲載。

→公表開始当初は他の発注機関の負担も考慮したためであるが、公表開始から４年経過
したことから、今後他の発注機関においても公表を検討頂きたい（Ｈ３０．４から順次、実施）。

H30.1現在 H30.7現在 H30.1現在 H30.7現在
青森県 40 39 39 98% 98%
岩手県 33 33 33 100% 100%
宮城県 35 35 35 100% 100%
秋田県 25 25 25 100% 100%
山形県 35 35 35 100% 100%
福島県 59 56 59 95% 100%
全体 227 223 226 98% 99.6%

参加数 参加率
市町村数

【参考】ＩＣＴ活用工事の見える化（工事の発注見通し・工事中・完成）

・ＩＣＴ活用工事の普及・促進を図るため、ＩＣＴ活用工事の事例についての情報や今後の発注見通しを公表し、施
工者側の受注計画立案に寄与。

・国直轄工事についてはH29.10末から情報提供開始。順次、地方公共団体の情報についても掲載していく予定。

東北地方整備局HP
（http://www.thr.mlit.go.jp/）

７



３．効率化の検討
統合版の統一様式の他に、各発注機関で各々公表様式が異なり、二重作業になってしまうこと
が課題と考えられます。
今後は、各機関統一様式による依頼や集計の方法、公表様式も統一するなど作業量を軽減でき
ないか発注者協議会及び各機関にて今後検討をしていきたいと考えております。

取りまとめ作業の効率化の検討

８

１．発注見通し取りまとめの手順

２．発注見通し取りまとめ版の作業量について（県へのヒアリング）

・各市町村で取組に対する協力に温度差があり、集約に時間を要す。

・県の公表頻度として四半期単位での公表が基本であり、毎月の取りまとめの頻度が多少手間
に感じるが、年度当初以降は更新、修正作業なのでそれほど苦慮していない。

【各県市町村】【各県】

記入済みの県、市町村のとりまとめ
様式を送付

市町村のとりまとめ様式を受領 記入済みのとりまとめ様式を送付

【東北地整】

全機関のとりまとめ様式を統合

東北地整ホームページに掲載

記入済みの各機関のとりまとめ様
式を受領

【国出先機関・独法・ＮＥＸＣＯ・仙台市】

（毎月２５日まで※）

とりまとめ様式に地区毎の発注予
定工事を記入又は見直し（追加工
事の記入、公告済み工事の削除
等）

とりまとめ様式に地区毎の発注予
定工事を記入又は見直し（追加工
事の記入、公告済み工事の削除
等）

とりまとめ様式に地区毎の発注予
定工事を記入又は見直し（追加工
事の記入、公告済み工事の削除
等）

とりまとめ様式に地区毎の発注予
定工事を記入又は見直し（追加工
事の記入、公告済み工事の削除
等）※

県ブロック発注者協議会の枠組みを活用して依頼

※外部委託している工事についても
対象とする

記入済みのとりまとめ様式を送付

【お願い】相互リンクについて

□□県HP

発注見通し情報

○○省○○局HP

発注見通し情報

△△市役所HP
☆☆役場HP

発注見通し情報

《相互リンクのお願い》
①各発注機関HPに、発注見通しとりまとめ版HPのリンク（下記、URL）を貼っていただき、

受注希望者がより広い発注見通し情報を閲覧できるようにご協力お願いします。
発注見通しとりまとめ版HP URL：
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/koukyokouji/hacchusyakyougikai/mitoshiindex.
html

【発注見通しとりまとめ版HP】

【各発注機関HP】

②現在、各発注機関HPへのリンク切れが発生しております。
各発注機関HP（発注見通し情報）の最新URLをご提供ください（後日、正式依頼予定）。




